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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（住民記録システム）
１整理番号、２郵便番号、３住所・方書、４氏名、５性別、
６生年月日、７外国人登録の有無、８備考
（本人）
９氏名、１０登録者、１１市内在住か市外在住か、１２区
分、１３生年月日、１４電話番号、１５メールアドレス、１
６希望時間帯

（住民記録システム）
毎年１１月１日時点でさいたま市に住民票のある、その年の
４月２日から翌年４月１日までに二十歳を迎える方
（本人）
さいたま市二十歳の集いに参加する対象者

さいたま市住民記録システム、本人

含まない

さいたま市二十歳の集い実行委員会

個人情報ファイル簿（単票）

二十歳の集い対象者ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども育成部子ども政策課

市内在住者の案内状を発送に利用する。また、市内・市外対
象者の事前登録申込を受け付けるために利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：子ども政策課（事業番号
2487「さいたま市二十歳の集い開催業務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

別紙のとおり

ひとり親家庭等受給者及びその児童

基本的事項／本人、住民基本台帳、他の官公庁など
資格要件に関する事項／各区福祉課、支援課
課税状況／市民税課
医療費に関する事項／社会保険診療報酬支払基金、国民健康
保険団体連合会

含む

―

個人情報ファイル簿（単票）

ひとり親家庭等医療費受給者台帳

さいたま市長

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

ひとり親家庭等医療費支給制度における資格管理等のために
利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：子育て支援課（事務番号
188「ひとり親家庭等医療費支給事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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別紙 記録項目 
 
１ 住所・番地（漢字）、２ 住所・番地タイプ、３ 住所ＣＤフラグ、４ 住所・番地・号１
番号、５ 住所・番地・号２番号、６ 住所・県コード、７ 住所・方書（漢字）、８ 住所・
区コード、９ 住所・番地・街区番号、１０ 住所・町名コード、１１ 住所・町名（漢字）、
１２ 住所・町名（カナ）、１３ 住所・市町村コード、１４ 住所・丁目コード、１５ 住所・
郵便番号・子番、１６ 住所・郵便番号・親番、１７ 住所・郵便番号・予備、１８ 青白区
分、１９ 青白区分、２０ 備考、２１ 備考欄記載内容(個人）、２２ 備考欄記載内容（世帯）、
２３ 備考欄記載日（個人）、２４ 備考欄記載日（世帯）、２５ 備考登録年月日、２６ 番地、
２７ 分離・分短・一般額、２８ 分離・分短・軽減額、２９ 分離・分長・一般額、３０ 分
離・分長・居住額、３１ 分離・分長・農地額、３２ 分離・分長・優良額、３３ 分離・株
式譲渡等額、３４ 分離・過大報酬額、３５ 分離・繰越損失額、３６ 分離・みなし法人額、
３７ 分離・山林額、３８ 分離・退職額、３９ 分離・土地（超短）額、４０ 分離・土地事
業等額、４１ 分離・有価証券額、４２ 分離特別控除額、４３ 番地以降漢字、４４ 分離・
長期譲渡（一般）、４５ 分離・長期譲渡（軽減）、４６ 分離・長期譲渡（軽課）、４７ 分離・
長期譲渡（特定）、４８ 分離・非場株式、４９ 分離・土地等の事業・雑（超短期）、５０ 分
離・土地等の事業・雑（短期）、５１ 分離・上場株式配当所得、５２ 分離・上場株式等、
５３ 分離・株式等の譲渡所得、５４ 分離・先物所得、５５ 分離・山林所得、５６ 分離・
新規公開株式、５７ 分離・退職所得、５８ 分離・短期譲渡（一般）、５９ 分離・短期譲渡
（軽減）、６０ 生年月日（和暦）、６１ カード番号、６２ 番地、６３ 号、６４ 町丁目コ
ード、６５ 調整額（県）、６６ 調整額（市）、６７ 課標・調整所得、６８ 徴収区分、６９ 
徴収番号、７０ 第３０条４５規定区分、７１ ＤＢ更新時分秒、７２ ＤＢ更新年月日、７
３ ＤＢ登録時分秒、７４ ＤＢ登録年月日、７５ 枝番、７６ 枝番、７７ 英字氏名（漢字）、
７８ 英字氏名（カナ）、７９ エラーフラグ、８０ 賦課年度、８１ 賦課資料区分、８２ 賦
課済額、８３ 普通障害者人数、８４ 本人該当判定所得、８５ 扶養控除、８６ 扶養主個人
番号、８７ 扶養・同居老人人数、８８ 扶養・その他人数、８９ 扶養・老人人数、９０ 扶
養・特定扶養人数、９１ 扶養障害・同居特別人数、９２ 扶養障害・普通人数、９３ 扶養
障害・特別人数、９４ 外国配当所得、９５ 減事由、９６ 減届出年月日、９７ 減年月日、
９８ 外字フラグ、９９ 外字区分、１００ 減免額、１０１ 減免事由コード、１０２ 合計
所得、１０３ 配偶者合計所得、１０４ 配偶者専従区分、１０５ 配偶者控除、１０６ 配当
割額（源泉徴収税額）、１０７ 配偶者特別控除、１０８ 配偶者特別控除、１０９ 判定用合
計所得、１１０ 配偶者区分、１１１ 被扶養専従者区分、１１２ 非課税配当所得、１１３ 
非課税区分、１１４ 筆頭者(漢字）、１１５ 課標・平均課税、１１６ 保健福祉個人番号、
１１７ 非課税コード、１１８ 本人・寡婦、１１９ 本人・勤労者、１２０ 本人・課税、１
２１ 本人・未成年、１２２ 本人・夫あり、１２３ 本人・老年者、１２４ 本人・死別／離
別、１２５ 本人・障害、１２６ 本人・予備、１２７ 本人該当・同居の妻区分、１２８ 本
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人該当・均軽区分、１２９ 本人該当・勤労学生区分、１３０ 本人該当・老寡未区分、１３
１ 本人該当・障害者区分、１３２ 本人該当・特別寡婦区分、１３３ 本人該当・特別寡婦
区分、１３４ 本籍地コード、１３５ 本籍地(漢字)、１３６ 本人専従者、１３７ 配特コー
ド、１３８ 異動事由、１３９ 異動事由コード、１４０ 異動区分、１４１ 異動人数、１４
２ 異動届出年月日、１４３ 異動受付番号−枝番、１４４ 異動受付番号−追番、１４５ 異
動年月日（和暦）、１４６ 異動年月日、１４７ 家屋敷区分、１４８ 家屋敷区分、１４９ 一
般扶養人数、１５０ 医療費控除、１５１ 住基情報、１５２ Ｊ−ＮＥＴ番号、１５３ 特徴
事業所番号、１５４ 人的控除差調整額（県）、１５５ 人的控除差調整額（市）、１５６ 人
的控除差合計額、１５７ 地震保険控除（住民税）、１５８ 地震保険控除（所得税）、１５９ 
地震保険支払額、１６０ 上場株式配当純損失、１６１ 住宅取得特別控除額、１６２ 除票
事由コード、１６３ 除票区分、１６４ 住基１個人番号、１６５ 住基２個人番号、１６６ 
住基住登外個人番号、１６７ 条約適用配当等所得、１６８ 条約適用利子等所得、１６９ 住
民区分、１７０ 住民となった日、１７１ 住定理由コード、１７２ 住定届出年月日（和暦）、
１７３ 住定年月日（和暦）、１７４ 住定事由、１７５ 住定届出年月日、１７６ 住定年月
日、１７７ 株式譲渡所得割額（源泉徴収税額）、１７８ 寡婦控除、１７９ 寡婦（特別）控
除、１８０ 寡夫、１８１ 寡夫控除、１８２ 加算額判定、１８３ 課税条約適用配当等、１
８４ 課税条約適用利子等、１８５ 課税特例適用配当等、１８６ 課税特例適用利子等、１
８７ 区分年度、１８８ 英字氏名漢字（全角）、１８９ 英字氏名カナ（半角）、１９０ 個別
氏名漢字(全角)、１９１ 個別氏名カナ(半角)、１９２ 通称名（全角）、１９３ 通称名カナ
（半角）、１９４ ＫＥＹ氏名（カナ）、１９５ 課標・分離長期譲渡（一般）、１９６ 課標・
分離長期譲渡（軽減）、１９７ 課標・分離長期譲渡（軽課）、１９８ 課標・分離長期譲渡（特
定）、１９９ 課標・非場株式、２００ 課標・土地等の事業・雑（超短期）、２０１ 課標・
土地等の事業・雑（短期）、２０２ 課標・課税上場株式配当、２０３ 課標・上場株式等、
２０４ 課標・株式等、２０５ 課標・先物所得、２０６ 課標・山林、２０７ 課標・新規公
開株式、２０８ 課標・総所得、２０９ 課標・退職、２１０ 課標・分離短期譲渡（一般）、
２１１ 課標・分離短期譲渡（軽減）、２１２ 寄付金控除（住民税）、２１３ 寄付金控除（所
得税）、２１４ 勤労学生控除、２１５ 基礎控除、２１６ 個人属性・福祉医療・被保険者フ
ラグ、２１７ 個人属性・福祉医療・本人フラグ、２１８ 個人属性・福祉医療・キーマン、
２１９ 個人属性・福祉医療・主たる生計維持者、２２０ 個人属性・福祉医療・（税）扶養
義務者、２２１ 個人属性・福祉医療・（税）配偶者、２２２ 個人属性・保健・本人フラグ、
２２３ 個人属性・高齢者福祉・本人フラグ、２２４ 個人属性・高齢者福祉・費用負担フラ
グ、２２５ 個人属性・高齢者福祉・介護者フラグ、２２６ 個人番号（旧）、２２７ 個人コ
ード、２２８ 個人番号、２２９ 個人 NO 枝番、２３０ 個人番号枝番、２３１ 個人番号
（予備）、２３２ 個人履歴番号、２３３ 個人履歴ＮＯ、２３４ 個人年金支払額、２３５ 個
人基本種別、２３６ 個人属性・障害者福祉・本人フラグ、２３７ 個人属性・障害者福祉・
費用負担者フラグ、２３８ 個人属性・障害者福祉・介護者フラグ、２３９ 控除合計額、２
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４０ 控除金額・扶養額、２４１ 控除金額・配偶者額、２４２ 控除金額・配偶者特別額、
２４３ 控除金額・医療費、２４４ 控除金額・寄付金額、２４５ 控除金額・勤労学生額、
２４６ 控除金額・基礎額、２４７ 控除金額・老年者寡婦（寡夫）額、２４８ 控除金額・
生命保険料、２４９ 控除金額・損害保険料、２５０ 控除金額・障害者額、２５１ 控除金
額・小規模共済額、２５２ 控除金額・社会保険料、２５３ 控除金額・雑損額、２５４ 国
籍コード、２５５ 国控除・住宅取得額、２５６ 国控除・寄付金額、２５７ 国控除項目・
医療費、２５８ 国控除項目・住宅取得（特別）額、２５９ 国控除項目・寄付金額、２６０ 
国控除項目・生命保険料、２６１ 国控除項目・損害保険料、２６２ 国控除項目・雑損額、
２６３ 県均等割額、２６４ 完了フラグ、２６５ 県所得割額、２６６ 均等割（県）、２６
７ 均等割（市）、２６８ 県税額控除額、２６９ 小枝番、２７０ 控配同配区分、２７１ 控
除対象配偶者、２７２ 控除計、２７３ 控除予備１、２７４ 控除余裕残額、２７５ 公的年
金収入、２７６ 更正月、２７７ 更正理由コード、２７８ 繰越損失額（純）、２７９ 繰越
損失額（株）、２８０ 株式損失（特定）、２８１ 繰越損失額（居住）、２８２ 居住損失（特
定）、２８３ 先物損失（特定）、２８４ 繰越損失額（先物）、２８５ 繰越損失額（雑）、２
８６ 内繰越株式上場株、２８７ 内繰越株式特定一般、２８８ 内繰越株式特定上場、２８
９ 繰越損失額、２９０ 記載事由・番地（漢字）、２９１ 記載事由区分、２９２ 記載事由・
県コード、２９３ 記載事由・区コード、２９４ 記載事由・町名コード、２９５ 記載事由・
前住所（漢字）、２９６ 記載事由・市内外区分、２９７ 記載事由・市町村コード、２９８ 
記載事由届出年月日（和暦）、２９９ 記載事由・丁目コード、３００ 記載事由年月日（和
暦）、３０１ 記載事由・郵便番号・子番、３０２ 記載事由・郵便番号・親番、３０３ 記載
事由・郵便番号・予備、３０４ 国所得項目・配当額、３０５ 国所得項目・利子額、３０６ 
戸籍による処理、３０７ 更新・業務コード、３０８ 更新・操作区コード、３０９ 更新・
使用者番号、３１０ 更新年月日、３１１ 漢字方書、３１２ 方書桁あふれフラグ、３１３ 
控対配区分、３１４ 区コード、３１５ 区民となった日、３１６ 居住地住所・区コード、
３１７ 居住地住所（漢字）、３１８ 居住地住所・番地（漢字）、３１９ 居住地住所・番地
タイプ、３２０ 居住地住所・番地・号１番号、３２１ 居住地住所・番地・号２番号、３２
２ 居住地住所・県コード、３２３ 居住地住所・方書（漢字）、３２４ 居住地住所・番地・
街区番号、３２５ 居住地住所・町名コード、３２６ 居住地住所・市内外区分、３２７ 居
住地住所・市町村コード、３２８ 居住地住所・丁目コード、３２９ 居住地住所・郵便番号・
子番、３３０ 居住地住所・郵便番号・親番、３３１ 居住地住所・郵便番号・予備、３３２ 
区コ−ド、３３３ 旧調整額（県）、３３４ 旧調整額（市）、３３５ 旧配当割額（源泉徴収
税額）、３３６ 旧人的控除差調整額（県）、３３７ 旧人的控除差調整額（市）、３３８ 旧住
宅取得特別控除額、３３９ 旧株式譲渡所得割額（源泉徴収税額）、３４０ 旧均等割（県）、
３４１ 旧均等割（市）、３４２ 旧控配区分、３４３ 旧算出所得割−合計（県）、３４４ 旧
算出所得割−合計（市）、３４５ 旧算出所得割（減税後）（県）、３４６ 旧算出所得割（減
税後）（市）、３４７ 旧特定扶養人数、３４８ 旧市区分、３４９ 給与収入、３５０ 県民税
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税額・賦課制限控除額、３５１ 県民税税額・外国税額控除額、３５２ 国税・配当控除、３
５３ 県民税税額・配当控除額、３５４ 県民税税額・均等割額、３５５ 県民税税額・県民
税所得割合計、３５６ 県民税税額・差引所得割額、３５７ 国税・所得税（特別減税後）、
３５８ 国税・所得税（特別減税前）、３５９ 県民税税額・税額調整額、３６０ 家族識別Ｃ
Ｄ、３６１ 課税所得額、３６２ 課税所得・分離長期（居住）額、３６３ 課税所得・分離
長期（農地）額、３６４ 課税所得・分短・一般額、３６５ 課税所得・分短・軽減額、３６
６ 課税所得・分長・一般額、３６７ 課税所得・分長・特定額、３６８ 課税所得・平均課
税対象額、３６９ 課税所得・みなし法人額、３７０ 課税所得・みなし過大報酬額、３７１ 
課税所得・山林額、３７２ 課税所得・総所得額、３７３ 課税所得・退職額、３７４ 課税
所得・土地額、３７５ 課税所得・土地（超短）額、３７６ 課税所得・有価証券額、３７７ 
県民税所得割・分離長期（居住）額、３７８ 県民税所得割・分離長期（農地）額、３７９ 
県民税所得割・分短・一般額、３８０ 県民税所得割・分短・軽減額、３８１ 県民税所得割・
分長・一般額、３８２ 県民税所得割・分長・特定額、３８３ 県民税所得割・みなし法人額、
３８４ 県民税所得割・みなし過大報酬額、３８５ 県民税所得割・山林額、３８６ 県民税
所得割・総所得額、３８７ 県民税所得割・退職額、３８８ 県民税所得割・土地額、３８９ 
県民税所得割・土地（超短）額、３９０ 県民税所得割・有価証券額、３９１ 内免税外条約
適用配当等所得、３９２ 内免税外条約適用利子等所得、３９３ 未登録文字フラグ、３９４ 
カナ氏名、３９５ 名寄せフラグ、３９６ 年少扶養、３９７ 年税額・賦課済額、３９８ 年
税額・減免額、３９９ 年税額・合計、４００ 年税額・差引年税額、４０１ 更新後・住所・
番地・号１番号、４０２ 更新後・住所・番地・号２番号、４０３ 更新後・住所・番地（漢
字）、４０４ 更新後・住所・番地タイプ、４０５ 更新後・住所・番地・街区番号、４０６ 
更新後・住所・県コード、４０７ 更新後・住所・方書（漢字）、４０８ 更新後・住所・町
名コード、４０９ 更新後・住所・市町村コード、４１０ 更新後・住所・丁目コード、４１
１ 更新後・住所・郵便番号・子番、４１２ 更新後・住所・郵便番号・親番、４１３ 更新
後・住所・郵便番号・予備、４１４ 更新後・住所（漢字）、４１５ 更新後・生年月日（西
暦）、４１６ 更新後・外字区分、４１７ 更新後・異動事由コード、４１８ 更新後・異動年
月日（西暦）、４１９ 更新後・住定年月日（西暦）、４２０ 更新後・区コード、４２１ 更
新後・性別コード、４２２ 更新後・氏名優先Ｆ、４２３ 更新後・氏名（漢字）、４２４ 更
新後・氏名（カナ）、４２５ 新世帯コード、４２６ 新世帯番号枝番、４２７ 新世帯主名、
４２８ 更新後・消除年月日、４２９ 更新後・転出年月日、４３０ 日本人・外国人区分、
４３１ 日本人・外国人区分、４３２ 納税者台帳番号、４３３ 番地、４３４ 番地以降漢字、
４３５ 枝番、４３６ 小枝番、４３７ 方書、４３８ 区コード、４３９ 市名表示区分、４
４０ 町・字コード、４４１ 市内漢字住所（町名以下）、４４２ 更新前・住所・番地・号１
番号、４４３ 更新前・住所・番地・号２番号、４４４ 更新前・住所・番地（漢字）、４４
５ 更新前・住所・番地タイプ、４４６ 更新前・住所・番地・街区番号、４４７ 更新前・
住所・県コード、４４８ 更新前・住所・方書（漢字）、４４９ 更新前・住所・町名コード、
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４５０ 更新前・住所・市町村コード、４５１ 更新前・住所・丁目コード、４５２ 更新前・
住所・郵便番号・子番、４５３ 更新前・住所・郵便番号・親番、４５４ 更新前・住所・郵
便番号・予備、４５５ 更新前・住所（漢字）、４５６ 更新前・生年月日（西暦）、４５７ 更
新前・外字区分、４５８ 旧岩槻市個人番号、４５９ 旧大宮市個人番号、４６０ 旧浦和市
個人番号、４６１ 旧与野市個人番号、４６２ 旧個人番号予備、４６３ 更新前・区コード、
４６４ 更新前・性別コード、４６５ 更新前・氏名優先Ｆ、４６６ 更新前・氏名（漢字）、
４６７ 更新前・氏名（カナ）、４６８ 旧世帯主名、４６９ レコード通番、４７０ インタ
ーフェース種別、４７１ 作成時刻、４７２ 作成年月日、４７３ 老人扶養人数、４７４ 同
居老人扶養人数、４７５ 連番、４７６ 老年者区分、４７７ 老年者控除、４７８ 履歴番号、
４７９ 履歴Ｐ・生年月日（１）Ｐ、４８０ 履歴Ｐ・生年月日（２）Ｐ、４８１ 履歴Ｐ・
生年月日（３）Ｐ、４８２ 履歴Ｐ・記載事由（１）Ｐ、４８３ 履歴Ｐ・記載事由（２）Ｐ、
４８４ 履歴Ｐ・消除事由（１）Ｐ、４８５ 履歴Ｐ・消除事由（２）Ｐ、４８６ 履歴Ｐ・
氏名（１）Ｐ、４８７ 履歴Ｐ・氏名（２）Ｐ、４８８ 履歴Ｐ・氏名（３）Ｐ、４８９ 履
歴Ｐ・市民日（１）Ｐ、４９０ 履歴Ｐ・市民日（２）Ｐ、４９１ 履歴Ｐ・市民日（３）Ｐ、
４９２ 履歴Ｐ・転出予定Ｐ、４９３ 生年月日、４９４ 生命保険控除（住民税）、４９５ 生
命保険控除（所得税）、４９６ その他専従者人数、４９７ 専従者給与、４９８ 専従者給与
収入、４９９ シーケンス番号、５００ 世帯１番号、５０１ 世帯２番号、５０２ 総合・営
業額、５０３ 営業所得、５０４ 総合・その他事業額、５０５ 総合・不動産額、５０６ 不
動産所得、５０７ 配当所得、５０８ 配当所得（証券投資）、５０９ 総合・配当額、５１０ 
一時所得、５１１ 総合長期譲渡所得、５１２ 譲渡一時所得、５１３ 総合短期譲渡所得、
５１４ 公的年金所得、５１５ 総合・公的年所得額、５１６ 総合・給与所得額、５１７ 総
合・給与収入額、５１８ 給与所得、５１９ 総合・公的年金収入額、５２０ 総合・農業額、
５２１ 農業所得、５２２ 利子所得、５２３ 総合・利子額、５２４ 総合・総合譲渡・一時
額、５２５ 総所得、５２６ その他事業所得、５２７ その他雑所得、５２８ 総合・総所得
額、５２９ 総合・証券額、５３０ 総合課税予備３、５３１ 総合課税予備４、５３２ 総合
課税予備５、５３３ 総合課税予備６、５３４ 総合課税予備７、５３５ 雑所得計、５３６ 
総合・雑額、５３７ 市外住所桁あふれフラグ、５３８ 社会保険料、５３９ 障害業務区分、
５４０ 市申発送区分、５４１ 資料番号、５４２ 氏名優先Ｆ、５４３ 障害者控除、５４４ 
合計所得金額、５４５ 所得税額、５４６ 性別、５４７ 町丁名ＣＤ 番地 号 枝番、５
４８ 最新区分、５４９ 専従者・その他区分、５５０ 専従者・配偶者区分、５５１ 専従者
給与控除額、５５２ 市県民税合計額、５５３ 市均等割額、５５４ 作成事由コード、５５
５ 小規模共済掛金控除、５５６ 氏名(漢字）、５５７ 氏名(カナ）、５５８ 氏名優先Ｆ、５
５９ 氏名桁あふれフラグ、５６０ 市名表示区分、５６１ 市民年月日（和暦）、５６２ 損
害保険控除（住民税）、５６３ 損害保険控除（所得税）、５６４ 損害保険支払額、５６５ 総
所得額、５６６ 差引年税額、５６７ 市所得割額、５６８ 市所得項目（分離）・分離長期（居
住）額、５６９ 市所得項目（分離）・分離特別控除額、５７０ 市所得項目（分離）・分離長
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期（農地）額、５７１ 市所得項目（分離）・分短・一般額、５７２ 市所得項目（分離）・分
短・軽減額、５７３ 市所得項目（分離）・分長・一般額、５７４ 市所得項目（分離）・分長・
特定額、５７５ 市所得項目（分離）・臨時・変動所得額、５７６ 市所得項目（分離）・繰越
損失額、５７７ 市所得項目（分離）・みなし法人額、５７８ 市所得項目（分離）・みなし過
大報酬額、５７９ 市所得項目（分離）・山林額、５８０ 市所得項目（分離）・退職額、５８
１ 市所得項目（分離）・総合特別（残）控除額、５８２ 市所得項目（分離）・土地額、５８
３ 市所得項目（分離）・土地（超短）額、５８４ 市所得項目（分離）・有価証券額、５８５ 
市所得項目（総合）・営業額、５８６ 市所得項目（総合）・その他事業額、５８７ 市所得項
目（総合）・不動産額、５８８ 市所得項目（総合）・配当額、５８９ 市所得項目（総合）・
構成員の資産所得合計、５９０ 市所得項目（総合）・公的年金額、５９１ 市所得項目（総
合）・給与所得額、５９２ 市所得項目（総合）・給与収入額、５９３ 市所得項目（総合）・
公的年金収入額、５９４ 市所得項目（総合）・農業額、５９５ 市所得項目（総合）・利子額、
５９６ 市所得項目（総合）・総合譲渡・一時額、５９７ 市所得項目（総合）・総所得額、５
９８ 市所得項目（総合）・証券額、５９９ 市所得項目（総合）・雑額、６００ 市所得控除・
扶養額、６０１ 市所得控除・配偶者所得額、６０２ 市所得控除・配偶者所得（給与以外）
額、６０３ 市所得控除・配偶者特別額、６０４ 市所得控除・医療費、６０５ 市所得控除・
寄付金額、６０６ 市所得控除・寄付金控除額、６０７ 市所得控除・個人年金支払額、６０
８ 市所得控除・勤労学生額、６０９ 市所得控除・基礎額、６１０ 市所得控除・控対配額、
６１１ 市所得控除・老年者寡婦（寡夫）額、６１２ 市所得控除・生命保険料、６１３ 市
所得控除・市合計所得控除額、６１４ 市所得控除・損害保険料、６１５ 市所得控除・障害
者額、６１６ 市所得控除・小規模企業共済等掛金額、６１７ 市所得控除・社会保険料、６
１８ 市所得控除・長期損害保険料、６１９ 市所得控除・雑損額、６２０ 市合計所得額、
６２１ 損通外判定所得、６２２ 世帯番号、６２３ 世帯番号（新）、６２４ 世帯コード、
６２５ 世帯番号枝番、６２６ 世帯履歴ＮＯ、６２７ 世帯外扶養人数、６２８ 所得金額調
整控除、６２９ 所得金額調整控除１、６３０ 所得金額調整控除２、６３１ 算出所得割−
合計（県）、６３２ 算出所得割−合計（市）、６３３ 算出所得割（減税後）（県）、６３４ 算
出所得割（減税後）（市）、６３５ 選択専従者・その他区分、６３６ 選択専従者・配偶者区
分、６３７ 選択専従者控除額、６３８ 消除フラグ、６３９ 職員コード、６４０ 処理−時、
６４１ 処理−分、６４２ 処理年月日、６４３ 処理ＩＤ、６４４ 処理区分、６４５ 処理
時間、６４６ 処理停止期限、６４７ 処理停止状態区分、６４８ 処理停止理由メッセージ、
６４９ 処理停止理由区分、６５０ 処理停止日、６５１ 処理端末名、６５２ 処理年月日（西
暦）、６５３ 減事由、６５４ 減年月日、６５５ 減届出年月日、６５６ 現住所、６５７ 筆
頭者、６５８ 本籍、６５９ 住民となった日、６６０ 住定事由、６６１ 住定年月日、６６
２ 住定届出年月日、６６３ 生年月日、６６４ 性別、６６５ 氏名、６６６ 続柄、６６７ 
転入出地、６６８ 増事由、６６９ 増年月日、６７０ 増届出年月日、６７１ 市民税税額・
賦課制限控除額、６７２ 市民税税額・外国税額控除額、６７３ 市民税税額・配当控除額、
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６７４ 市税額控除額、６７５ 市民税税額・均等割額、６７６ 市民税税額・均等割軽減額、
６７７ 市民税税額・差引均等割額、６７８ 市民税税額・差引所得割額、６７９ 市民税税
額・市民税所得割合計額、６８０ 市民税税額・税額調整額、６８１ 租税条約免税給与収入、
６８２ 租税条約免税所得、６８３ 市民税所得割・分離長期（居住）額、６８４ 市民税所
得割・分離長期（農地）額、６８５ 市民税所得割・分短・一般額、６８６ 市民税所得割・
分短・軽減額、６８７ 市民税所得割・分長・一般額、６８８ 市民税所得割・分長・特定額、
６８９ 市民税所得割・みなし法人額、６９０ 市民税所得割・みなし過大報酬額、６９１ 市
民税所得割・山林額、６９２ 市民税所得割・総所得額、６９３ 市民税所得割・退職額、６
９４ 市民税所得割・土地額、６９５ 市民税所得割・土地（超短）額、６９６ 市民税所得
割・有価証券額、６９７ テーブルＩＤ、６９８ テーブルキー１、６９９ テーブルキー２、
７００ テーブルキー３、７０１ テーブルキー４、７０２ テーブルキー５、７０３ テーブ
ルキー６、７０４ テーブルキー７、７０５ テーブルキー８、７０６ テーブルキー９、７
０７ テーブルキー１０、７０８ 届出年月日、７０９ 続柄、７１０ 続柄−１、７１１ 続
柄−２、７１２ 続柄−３、７１３ 特徴併徴年税額・県・均等割額、７１４ 特徴併徴年税
額・県・所得割額、７１５ 特徴併徴年税額・市・均等割額、７１６ 特徴併徴年税額・市・
所得割額、７１７ 特別徴収・整理番号、７１８ 特別徴収・指定番号、７１９ 特例適用配
当等所得、７２０ 特例適用利子等所得、７２１ 端末番号、７２２ 転出−住所ＣＤフラグ、
７２３ 転出−住所漢字、７２４ 転出−字丁目ＣＤ、７２５ 転出実定年月日、７２６ 転出
−大字丁目ＣＤ、７２７ 転出−市区町村ＣＤ、７２８ 転出−都道府県ＣＤ、７２９ 転出
予定年月日、７３０ 課標・特別所得、７３１ 特定扶養人数、７３２ 特別控除合計、７３
３ 特別控除所得、７３４ 同居特別障害者加算、７３５ 特別障害者人数、７３６ 同居特別
障害者（内数）、７３７ 特定支出控除、７３８ 登録・業務コード、７３９ 登録・操作区コ
ード、７４０ 登録・使用者番号、７４１ 登録時間、７４２ 登録年月日、７４３ 住所区分、
７４４ 番地、７４５ 番地以降漢字、７４６ 枝番、７４７ 記載消除異動事由、７４８ 記
載消除異動年月日、７４９ 小枝番、７５０ 方書(漢字）、７５１ 区コード、７５２ 市名表
示区分、７５３ 記載消除届出年月日、７５４ 町・字コード、７５５ 市内漢字住所（町名
以下）、７５６ 転出予定日、７５７ 通称名氏名（漢字）、７５８ 通称名氏名（カナ）、７５
９ 住所コード、７６０ 住所区分、７６１ 市外住所(漢字）、７６２ 市外住所（カナ）、７
６３ 記載消除異動事由、７６４ 記載消除異動年月日、７６５ 記載消除届出年月日、７６
６ 通番、７６７ 町・字コード、７６８ 漢字住所（町名以下）、７６９ 徴収方法コード、
７７０ ユーザＩＤ、７７１ 整理番号、７７２ 性別コード、７７３ 氏名（漢字）、７７４ 
氏名（カナ）、７７５ 続柄コード、７７６ 予備２、７７７ 翌年度課税額額、７７８ 予備、
７７９ 予備１、７８０ 予備１、７８１ 予備２、７８２ 雑損控除、７８３ 随時期収入番
号額、７８４ 郵便番号、７８５ 在留カードの番号、７８６ 在留期間コード、７８７ 在留
期間終期、７８８ 在留期間年月日（至）、７８９ 在留期間年月日（自）、７９０ 在留期間
始期、７９１ 在留資格コード、７９２ 続柄（漢字）、７９３ 前住所−住所ＣＤフラグ、７
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９４ 前住所−住所漢字、７９５ 前住所−字丁目ＣＤ、７９６ 前住所−大字通称ＣＤ、７
９７ 前住所−市区町村ＣＤ、７９８ 前住所−都道府県ＣＤ、７９９ 増事由、８００ 増届
出年月日、８０１ 増年月日、８０２ 年齢、８０３ 生年月日、８０４ 食事日数、８０５ 食
事療養費・回数、８０６ 食事療養費負担額、８０７ 附加給付金額、８０８ 福祉医療費、
８０９ 扶養・年少扶養、８１０ 扶養・旧特定扶養人数、８１１ 児童扶養手当証書番号、
８１２ 自己負担額、８１３ 課非区分、８１４ 高額療養費、８１５ 所得階層判定額、８１
６ 国保・社保区分、８１７ 公費負担額、８１８ 課税非課税区分、８１９ 年金証書番号、
８２０ 年金種別、８２１ 領収額、８２２ 請求区分、８２３ 支給件数、８２４ 資格者・
保健福祉個人番号、８２５ 資格者・住基住登外個人番号、８２６ 支給決定年月日（西暦）、
８２７ 診療区分（点数表区分）、８２８ 診療実日数、８２９ 申請区分、８３０ 障害程度、
８３１ 集計終了年月日（西暦）、８３２ 集計開始年月日（西暦）、８３３ 償還枝番、８３
４ 償還履歴通番、８３５ 資格者・所得有無フラグ、８３６ 対象理由コード、８３７ 対象
年月日（西暦）、８３８ 実診療年月、８３９ 宛先住所出力フラグ、８４０ 備考（漢字）、
８４１ 分割納付理由１、８４２ 分割納付理由２、８４３ 分割納付理由３、８４４ 分割納
付理由４、８４５ 分割納付理由５、８４６ 誓約年月日、８４７ 帳票ＩＤ、８４８ 伝票番
号、８４９ 伝票履歴番号１、８５０ 伝票履歴番号２、８５１ 伝票種別、８５２ 伝票起票
日（西暦）、８５３ 同意書回収区分、８５４ 福祉事務所コード、８５５ 振込年月日（西暦）、
８５６ 不納欠損額、８５７ 不納欠損年月日（西暦）、８５８ 扶養者・保健福祉個人番号、
８５９ 扶養者・判定結果区分、８６０ 学校区分、８６１ 郡市区番号、８６２ 被保険者・
保健福祉個人番号、８６３ 被保険者記号、８６４ 被保険者番号、８６５ 配偶者・保健福
祉個人番号、８６６ 配偶者・判定結果区分、８６７ 保険診療分本人負担額、８６８ 保険
区分、８６９ 保険給付金額、８７０ 保険種別、８７１ 保険者番号、８７２ 変更終了年月
日（西暦）、８７３ 変更開始年月日（西暦）、８７４ 返還金額、８７５ 返還期限年月日（西
暦）、８７６ 返還理由１、８７７ 返還理由２、８７８ 返済金額、８７９ 本人家族区分、
８８０ 法別コード、８８１ 法別詳細コード、８８２ 発番・区、８８３ 発番・年度、８８
４ 発番・番号、８８５ 医療費総額、８８６ 検証番号（チェックデジット）、８８７ 医療
機関番号、８８８ 種別番号、８８９ 医療証・交付年月日（西暦）、８９０ 医療証・回収年
月日（西暦）、８９１ 医療証・有効期限−至−年月日（西暦）、８９２ 医療証・有効期限−
自−年月日（西暦）、８９３ 一部負担金（円単位）、８９４ 受給者・保健福祉個人番号、８
９５ 受給者・判定結果区分、８９６ 次回消込み年月日、８９７ 受給者・電話番号、８９
８ 住基・住登外整理番号、８９９ 住基個人番号、９００ 受給者証番号、９０１ 住登外個
人番号、９０２ キーとなる人・保健福祉個人番号、９０３ 基本納付額、９０４ 会計年度、
９０５ 継続療養識別、９０６ 個人得喪区分、９０７ 国保記号番号、９０８ 国保喪失年月
日（和暦）、９０９ 国保取得年月日（和暦）、９１０ 更新履歴通番、９１１ 給付終了年月
日（西暦）、９１２ 給付開始年月日（西暦）、９１３ 附加給付区分、９１４ 最終納付額、
９１５ 訂正後・食事回数、９１６ 訂正後・食事療養費負担額、９１７ 訂正後・附加給付
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金額、９１８ 訂正後・福祉医療費、９１９ 訂正後・保険診療分本人負担額、９２０ 訂正
後・保険給付金額、９２１ 訂正後・医療費総額、９２２ 訂正後・一部負担金（円単位）、
９２３ 訂正後・自己負担額、９２４ 訂正後・高額療養費、９２５ 訂正後・公費負担額、
９２６ 訂正後・老人一部負担金、９２７ 訂正後・領収額、９２８ 訂正後・診療実日数、
９２９ 訂正後・薬剤一部負担金、９３０ 内外区分、９３１ 納付終了年月、９３２ 納付金
額、９３３ 納付金額区分、９３４ 納付回数、９３５ 納付開始年月、９３６ 納入期限年月
日（西暦）、９３７ 入通院区分、９３８ レセプト区分、９３９ 戻入調停区分、９４０ 老
人一部負担金、９４１ 療育手帳等級、９４２ 領収年月日、９４３ 再交付回数、９４４ 歳
入年月日（西暦）、９４５ 世帯番号、９４６ 差額・食事回数、９４７ 差額・食事療養費負
担額、９４８ 差額・附加給付金額、９４９ 差額・福祉医療費、９５０ 差額・保険診療分
本人負担額、９５１ 差額・保険給付金額、９５２ 差額・医療費総額、９５３ 差額・一部
負担金（円単位）、９５４ 差額・自己負担額、９５５ 差額・高額療養費、９５６ 差額・公
費負担額、９５７ 差額・老人一部負担金、９５８ 差額・領収額、９５９ 差額・診療実日
数、９６０ 差額・薬剤一部負担金、９６１ 障害取得年月日（西暦）、９６２ 収入額、９６
３ 支払年月、９６４ 債権状態コード、９６５ 債権元状態コード、９６６ 債権履歴番号、
９６７ 債務残高、９６８ 債務者区分、９６９ 債務者番号、９７０ 精神手帳等級、９７１ 
識別コード、９７２ 資格喪失事由コード、９７３ 資格喪失処理年月日、９７４ 資格喪失
届出年月日（西暦）、９７５ 資格喪失年月日（西暦）、９７６ 資格取得事由コード、９７７ 
資格取得処理年月日、９７８ 資格取得年月日（西暦）、９７９ 申請年月日（西暦）、９８０ 
身障手帳等級、９８１ 支出年度、９８２ 収入未済額、９８３ 収入済額、９８４ 証レ区分、
９８５ 都道府県コード、９８６ 電話番号、９８７ 追加年月日（西暦）、９８８ 対象年月
（至）、９８９ 停止理由コード、９９０ 対象年月（自）、９９１ 督促状・発番・区、９９
２ 督促状・発番・年度、９９３ 督促状・発番・番号、９９４ 督促年月日（西暦）、９９５ 
当初・伝票番号、９９６ 当初・伝票履歴番号１、９９７ 当初・伝票履歴番号２、９９８ 当
初・伝票種別、９９９ 伝票起票日（西暦）、１０００ 当初・会計年度、１００１ 取消フラ
グ、１００２ 退職者区分・該当年月日（和暦）、１００３ 退職区分、１００４ 退職者区分・
消滅年月日（和暦）、１００５ 手続きに来た方情報（漢字）、１００６ 手続きに来た方・電
話番号、１００７ 手続きに来た方・続柄コード、１００８ 通知書発行年月日（西暦）、１
００９ 調定年度、１０１０ 薬剤一部負担金 
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

別紙のとおり

子育て支援医療費助成制度の受給資格者及びその乳幼児・児
童

（基本的事項）本人、住民基本台帳、他の官公庁など
（資格要件に関する事項）各区福祉課、支援課
（課税状況）市民税課
（医療費に関する事項）社会保険診療報酬支払基金、国民健
康保険団体連合会

含む

―

個人情報ファイル簿（単票）

子育て支援医療費受給者台帳

さいたま市長

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

子育て支援医療費支給制度における資格管理等のために利用
する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：子育て支援課（事務番号
190「子育て支援医療費支給事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

ー

ー

ー

ー

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



9-3 
 

 

別紙 記録項目 
 
１ 住所・番地（漢字）、２ 住所・番地タイプ、３ 住所ＣＤフラグ、４ 住所・番地・号１
番号、５ 住所・番地・号２番号、６ 住所・県コード、７ 住所・方書（漢字）、８ 住所・
区コード、９ 住所・番地・街区番号、１０ 住所・町名コード、１１ 住所・町名（漢字）、
１２ 住所・町名（カナ）、１３ 住所・市町村コード、１４ 住所・丁目コード、１５ 住所・
郵便番号・子番、１６ 住所・郵便番号・親番、１７ 住所・郵便番号・予備、１８ 青白区
分、１９ 備考、２０ 備考欄記載内容(個人）、２１ 備考欄記載内容（世帯）、２２ 備考欄
記載日（個人）、２３ 備考欄記載日（世帯）、２４ 備考登録年月日、２５ 分離・分短・一
般額、２６ 分離・分短・軽減額、２７ 分離・分長・一般額、２８ 分離・分長・居住額、
２９ 分離・分長・農地額、３０ 分離・分長・優良額、３１ 分離・株式譲渡等額、３２ 分
離・過大報酬額、３３ 分離・繰越損失額、３４ 分離・みなし法人額、３５ 分離・山林額、
３６ 分離・退職額、３７ 分離・土地（超短）額、３８ 分離・土地事業等額、３９ 分離・
有価証券額、４０ 分離特別控除額、４１ 番地以降漢字、４２ 分離・長期譲渡（一般）、４
３ 分離・長期譲渡（軽減）、４４ 分離・長期譲渡（軽課）、４５ 分離・長期譲渡（特定）、
４６ 分離・非場株式、４７ 分離・土地等の事業・雑（超短期）、４８ 分離・土地等の事業・
雑（短期）、４９ 分離・上場株式配当所得、５０ 分離・上場株式等、５１ 分離・株式等の
譲渡所得、５２ 分離・先物所得、５３ 分離・山林所得、５４ 分離・新規公開株式、５５ 
分離・退職所得、５６ 分離・短期譲渡（一般）、５７ 分離・短期譲渡（軽減）、５８ 生年
月日（和暦）、５９ カード番号、６０ 番地、６１ 号、６２ 町丁目コード、６３ 調整額（県）、
６４ 調整額（市）、６５ 課標・調整所得、６６ 徴収区分、６７ 徴収番号、６８ 第３０条
４５規定区分、６９ ＤＢ更新時分秒、７０ ＤＢ更新年月日、７１ ＤＢ登録時分秒、７２ 
ＤＢ登録年月日、７３ 枝番、７４ 英字氏名（漢字）、７５ 英字氏名（カナ）、７６ エラー
フラグ、７７ 賦課年度、７８ 賦課資料区分、７９ 賦課済額、８０ 普通障害者人数、８１ 
本人該当判定所得、８２ 扶養控除、８３ 扶養主個人番号、８４ 扶養・同居老人人数、８
５ 扶養・その他人数、８６ 扶養・老人人数、８７ 扶養・特定扶養人数、８８ 扶養障害・
同居特別人数、８９ 扶養障害・普通人数、９０ 扶養障害・特別人数、９１ 外国配当所得、
９２ 減事由、９３ 減届出年月日、９４ 減年月日、９５ 外字フラグ、９６ 外字区分、９
７ 減免額、９８ 減免事由コード、９９ 合計所得、１００ 配偶者合計所得、１０１ 配偶
者専従区分、１０２ 配偶者控除、１０３ 配当割額（源泉徴収税額）、１０４ 配偶者特別控
除、１０５ 判定用合計所得、１０６ 配偶者区分、１０７ 被扶養専従者区分、１０８ 非課
税配当所得、１０９ 非課税区分、１１０ 筆頭者(漢字）、１１１ 課標・平均課税、１１２ 
保健福祉個人番号、１１３ 非課税コード、１１４ 本人・寡婦、１１５ 本人・勤労者、１
１６ 本人・課税、１１７ 本人・未成年、１１８ 本人・夫あり、１１９ 本人・老年者、１
２０ 本人・死別／離別、１２１ 本人・障害、１２２ 本人・予備、１２３ 本人該当・同居
の妻区分、１２４ 本人該当・均軽区分、１２５ 本人該当・勤労学生区分、１２６ 本人該
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当・老寡未区分、１２７ 本人該当・障害者区分、１２８ 本人該当・特別寡婦区分、１２９ 
本籍地コード、１３０ 本籍地(漢字)、１３１ 本人専従者、１３２ 配特コード、１３３ 異
動事由、１３４ 異動事由コード、１３５ 異動区分、１３６ 異動人数、１３７ 異動届出年
月日、１３８ 異動受付番号−枝番、１３９ 異動受付番号−追番、１４０ 異動年月日（和
暦）、１４１ 異動年月日、１４２ 家屋敷区分、１４３ 一般扶養人数、１４４ 医療費控除、
１４５ 住基情報、１４６ Ｊ−ＮＥＴ番号、１４７ 特徴事業所番号、１４８ 人的控除差調
整額（県）、１４９ 人的控除差調整額（市）、１５０ 人的控除差合計額、１５１ 地震保険
控除（住民税）、１５２ 地震保険控除（所得税）、１５３ 地震保険支払額、１５４ 上場株
式配当純損失、１５５ 住宅取得特別控除額、１５６ 除票事由コード、１５７ 除票区分、
１５８ 住基１個人番号、１５９ 住基２個人番号、１６０ 住基住登外個人番号、１６１ 条
約適用配当等所得、１６２ 条約適用利子等所得、１６３ 住民区分、１６４ 住民となった
日、１６５ 住定理由コード、１６６ 住定届出年月日（和暦）、１６７ 住定年月日（和暦）、
１６８ 住定事由、１６９ 住定届出年月日、１７０ 住定年月日、１７１ 株式譲渡所得割額
（源泉徴収税額）、１７２ 寡婦控除、１７３ 寡婦（特別）控除、１７４ 寡夫、１７５ 寡
夫控除、１７６ 加算額判定、１７７ 課税条約適用配当等、１７８ 課税条約適用利子等、
１７９ 課税特例適用配当等、１８０ 課税特例適用利子等、１８１ 区分年度、１８２ 英字
氏名漢字（全角）、１８３ 英字氏名カナ（半角）、１８４ 個別氏名漢字(全角)、１８５ 個
別氏名カナ(半角)、１８６ 通称名（全角）、１８７ 通称名カナ（半角）、１８８ ＫＥＹ氏
名（カナ）、１８９ 課標・分離長期譲渡（一般）、１９０ 課標・分離長期譲渡（軽減）、１
９１ 課標・分離長期譲渡（軽課）、１９２ 課標・分離長期譲渡（特定）、１９３ 課標・非
場株式、１９４ 課標・土地等の事業・雑（超短期）、１９５ 課標・土地等の事業・雑（短
期）、１９６ 課標・課税上場株式配当、１９７ 課標・上場株式等、１９８ 課標・株式等、
１９９ 課標・先物所得、２００ 課標・山林、２０１ 課標・新規公開株式、２０２ 課標・
総所得、２０３ 課標・退職、２０４ 課標・分離短期譲渡（一般）、２０５ 課標・分離短期
譲渡（軽減）、２０６ 寄付金控除（住民税）、２０７ 寄付金控除（所得税）、２０８ 勤労学
生控除、２０９ 基礎控除、２１０ 個人属性・福祉医療・被保険者フラグ、２１１ 個人属
性・福祉医療・本人フラグ、２１２ 個人属性・福祉医療・キーマン、２１３ 個人属性・福
祉医療・主たる生計維持者、２１４ 個人属性・福祉医療・（税）扶養義務者、２１５ 個人
属性・福祉医療・（税）配偶者、２１６ 個人属性・保健・本人フラグ、２１７ 個人属性・
高齢者福祉・本人フラグ、２１８ 個人属性・高齢者福祉・費用負担フラグ、２１９ 個人属
性・高齢者福祉・介護者フラグ、２２０ 個人番号（旧）、２２１ 個人コード、２２２ 個人
番号、２２３ 個人 NO 枝番、２２４ 個人番号枝番、２２５ 個人番号（予備）、２２６ 個
人履歴番号、２２７ 個人履歴ＮＯ、２２８ 個人年金支払額、２２９ 個人基本種別、２３
０ 個人属性・障害者福祉・本人フラグ、２３１ 個人属性・障害者福祉・費用負担者フラグ、
２３２ 個人属性・障害者福祉・介護者フラグ、２３３ 控除合計額、２３４ 控除金額・扶
養額、２３５ 控除金額・配偶者額、２３６ 控除金額・配偶者特別額、２３７ 控除金額・
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医療費、２３８ 控除金額・寄付金額、２３９ 控除金額・勤労学生額、２４０ 控除金額・
基礎額、２４１ 控除金額・老年者寡婦（寡夫）額、２４２ 控除金額・生命保険料、２４３ 
控除金額・損害保険料、２４４ 控除金額・障害者額、２４５ 控除金額・小規模共済額、２
４６ 控除金額・社会保険料、２４７ 控除金額・雑損額、２４８ 国籍コード、２４９ 国控
除・住宅取得額、２５０ 国控除・寄付金額、２５１ 国控除項目・医療費、２５２ 国控除
項目・住宅取得（特別）額、２５３ 国控除項目・寄付金額、２５４ 国控除項目・生命保険
料、２５５ 国控除項目・損害保険料、２５６ 国控除項目・雑損額、２５７ 県均等割額、
２５８ 完了フラグ、２５９ 県所得割額、２６０ 均等割（県）、２６１ 均等割（市）、２６
２ 県税額控除額、２６３ 小枝番、２６４ 控配同配区分、２６５ 控除対象配偶者、２６６ 
控除計、２６７ 控除予備１、２６８ 控除余裕残額、２６９ 公的年金収入、２７０ 更正月、
２７１ 更正理由コード、２７２ 繰越損失額（純）、２７３ 繰越損失額（株）、２７４ 株式
損失（特定）、２７５ 繰越損失額（居住）、２７６ 居住損失（特定）、２７７ 先物損失（特
定）、２７８ 繰越損失額（先物）、２７９ 繰越損失額（雑）、２８０ 内繰越株式上場株、２
８１ 内繰越株式特定一般、２８２ 内繰越株式特定上場、２８３ 繰越損失額、２８４ 記載
事由・番地（漢字）、２８５ 記載事由区分、２８６ 記載事由・県コード、２８７ 記載事由・
区コード、２８８ 記載事由・町名コード、２８９ 記載事由・前住所（漢字）、２９０ 記載
事由・市内外区分、２９１ 記載事由・市町村コード、２９２ 記載事由届出年月日（和暦）、
２９３ 記載事由・丁目コード、２９４ 記載事由年月日（和暦）、２９５ 記載事由・郵便番
号・子番、２９６ 記載事由・郵便番号・親番、２９７ 記載事由・郵便番号・予備、２９８ 
国所得項目・配当額、２９９ 国所得項目・利子額、３００ 戸籍による処理、３０１ 更新・
業務コード、３０２ 更新・操作区コード、３０３ 更新・使用者番号、３０４ 更新年月日、
３０５ 漢字方書、３０６ 方書桁あふれフラグ、３０７ 控対配区分、３０８ 区コード、３
０９ 区民となった日、３１０ 居住地住所・区コード、３１１ 居住地住所（漢字）、３１２ 
居住地住所・番地（漢字）、３１３ 居住地住所・番地タイプ、３１４ 居住地住所・番地・
号１番号、３１５ 居住地住所・番地・号２番号、３１６ 居住地住所・県コード、３１７ 居
住地住所・方書（漢字）、３１８ 居住地住所・番地・街区番号、３１９ 居住地住所・町名
コード、３２０ 居住地住所・市内外区分、３２１ 居住地住所・市町村コード、３２２ 居
住地住所・丁目コード、３２３ 居住地住所・郵便番号・子番、３２４ 居住地住所・郵便番
号・親番、３２５ 居住地住所・郵便番号・予備、３２６ 区コ−ド、３２７ 旧調整額（県）、
３２８ 旧調整額（市）、３２９ 旧配当割額（源泉徴収税額）、３３０ 旧人的控除差調整額
（県）、３３１ 旧人的控除差調整額（市）、３３２ 旧住宅取得特別控除額、３３３ 旧株式
譲渡所得割額（源泉徴収税額）、３３４ 旧均等割（県）、３３５ 旧均等割（市）、３３６ 旧
控配区分、３３７ 旧算出所得割−合計（県）、３３８ 旧算出所得割−合計（市）、３３９ 旧
算出所得割（減税後）（県）、３４０ 旧算出所得割（減税後）（市）、３４１ 旧特定扶養人数、
３４２ 旧市区分、３４３ 給与収入、３４４ 県民税税額・賦課制限控除額、３４５ 県民税
税額・外国税額控除額、３４６ 国税・配当控除、３４７ 県民税税額・配当控除額、３４８ 
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県民税税額・均等割額、３４９ 県民税税額・県民税所得割合計、３５０ 県民税税額・差引
所得割額、３５１ 国税・所得税（特別減税後）、３５２ 国税・所得税（特別減税前）、３５
３ 県民税税額・税額調整額、３５４ 家族識別ＣＤ、３５５ 課税所得額、３５６ 課税所得・
分離長期（居住）額、３５７ 課税所得・分離長期（農地）額、３５８ 課税所得・分短・一
般額、３５９ 課税所得・分短・軽減額、３６０ 課税所得・分長・一般額、３６１ 課税所
得・分長・特定額、３６２ 課税所得・平均課税対象額、３６３ 課税所得・みなし法人額、
３６４ 課税所得・みなし過大報酬額、３６５ 課税所得・山林額、３６６ 課税所得・総所
得額、３６７ 課税所得・退職額、３６８ 課税所得・土地額、３６９ 課税所得・土地（超
短）額、３７０ 課税所得・有価証券額、３７１ 県民税所得割・分離長期（居住）額、３７
２ 県民税所得割・分離長期（農地）額、３７３ 県民税所得割・分短・一般額、３７４ 県
民税所得割・分短・軽減額、３７５ 県民税所得割・分長・一般額、３７６ 県民税所得割・
分長・特定額、３７７ 県民税所得割・みなし法人額、３７８ 県民税所得割・みなし過大報
酬額、３７９ 県民税所得割・山林額、３８０ 県民税所得割・総所得額、３８１ 県民税所
得割・退職額、３８２ 県民税所得割・土地額、３８３ 県民税所得割・土地（超短）額、３
８４ 県民税所得割・有価証券額、３８５ 内免税外条約適用配当等所得、３８６ 内免税外
条約適用利子等所得、３８７ 未登録文字フラグ、３８８ カナ氏名、３８９ 名寄せフラグ、
３９０ 年少扶養、３９１ 年税額・賦課済額、３９２ 年税額・減免額、３９３ 年税額・合
計、３９４ 年税額・差引年税額、３９５ 更新後・住所・番地・号１番号、３９６ 更新後・
住所・番地・号２番号、３９７ 更新後・住所・番地（漢字）、３９８ 更新後・住所・番地
タイプ、３９９ 更新後・住所・番地・街区番号、４００ 更新後・住所・県コード、４０１ 
更新後・住所・方書（漢字）、４０２ 更新後・住所・町名コード、４０３ 更新後・住所・
市町村コード、４０４ 更新後・住所・丁目コード、４０５ 更新後・住所・郵便番号・子番、
４０６ 更新後・住所・郵便番号・親番、４０７ 更新後・住所・郵便番号・予備、４０８ 更
新後・住所（漢字）、４０９ 更新後・生年月日（西暦）、４１０ 更新後・外字区分、４１１ 
更新後・異動事由コード、４１２ 更新後・異動年月日（西暦）、４１３ 更新後・住定年月
日（西暦）、４１４ 更新後・区コード、４１５ 更新後・性別コード、４１６ 更新後・氏名
優先Ｆ、４１７ 更新後・氏名（漢字）、４１８ 更新後・氏名（カナ）、４１９ 新世帯コー
ド、４２０ 新世帯番号枝番、４２１ 新世帯主名、４２２ 更新後・消除年月日、４２３ 更
新後・転出年月日、４２４ 日本人・外国人区分、４２５ 納税者台帳番号、４２６ 方書、
４２７ 市名表示区分、４２８ 町・字コード、４２９ 市内漢字住所（町名以下）、４３０ 更
新前・住所・番地・号１番号、４３１ 更新前・住所・番地・号２番号、４３２ 更新前・住
所・番地（漢字）、４３３ 更新前・住所・番地タイプ、４３４ 更新前・住所・番地・街区
番号、４３５ 更新前・住所・県コード、４３６ 更新前・住所・方書（漢字）、４３７ 更新
前・住所・町名コード、４３８ 更新前・住所・市町村コード、４３９ 更新前・住所・丁目
コード、４４０ 更新前・住所・郵便番号・子番、４４１ 更新前・住所・郵便番号・親番、
４４２ 更新前・住所・郵便番号・予備、４４３ 更新前・住所（漢字）、４４４ 更新前・生
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年月日（西暦）、４４５ 更新前・外字区分、４４６ 旧岩槻市個人番号、４４７ 旧大宮市個
人番号、４４８ 旧浦和市個人番号、４４９ 旧与野市個人番号、４５０ 旧個人番号予備、
４５１ 更新前・区コード、４５２ 更新前・性別コード、４５３ 更新前・氏名優先Ｆ、４
５４ 更新前・氏名（漢字）、４５５ 更新前・氏名（カナ）、４５６ 旧世帯主名、４５７ レ
コード通番、４５８ インターフェース種別、４５９ 作成時刻、４６０ 作成年月日、４６
１ 老人扶養人数、４６２ 同居老人扶養人数、４６３ 連番、４６４ 老年者区分、４６５ 老
年者控除、４６６ 履歴番号、４６７ 履歴Ｐ・生年月日（１）Ｐ、４６８ 履歴Ｐ・生年月
日（２）Ｐ、４６９ 履歴Ｐ・生年月日（３）Ｐ、４７０ 履歴Ｐ・記載事由（１）Ｐ、４７
１ 履歴Ｐ・記載事由（２）Ｐ、４７２ 履歴Ｐ・消除事由（１）Ｐ、４７３ 履歴Ｐ・消除
事由（２）Ｐ、４７４ 履歴Ｐ・氏名（１）Ｐ、４７５ 履歴Ｐ・氏名（２）Ｐ、４７６ 履
歴Ｐ・氏名（３）Ｐ、４７７ 履歴Ｐ・市民日（１）Ｐ、４７８ 履歴Ｐ・市民日（２）Ｐ、
４７９ 履歴Ｐ・市民日（３）Ｐ、４８０ 履歴Ｐ・転出予定Ｐ、４８１ 生命保険控除（住
民税）、４８２ 生命保険控除（所得税）、４８３ その他専従者人数、４８４ 専従者給与、
４８５ 専従者給与収入、４８６ シーケンス番号、４８７ 世帯１番号、４８８ 世帯２番号、
４８９ 総合・営業額、４９０ 営業所得、４９１ 総合・その他事業額、４９２ 総合・不動
産額、４９３ 不動産所得、４９４ 配当所得、４９５ 配当所得（証券投資）、４９６ 総合・
配当額、４９７ 一時所得、４９８ 総合長期譲渡所得、４９９ 譲渡一時所得、５００ 総合
短期譲渡所得、５０１ 公的年金所得、５０２ 総合・公的年所得額、５０３ 総合・給与所
得額、５０４ 総合・給与収入額、５０５ 給与所得、５０６ 総合・公的年金収入額、５０
７ 総合・農業額、５０８ 農業所得、５０９ 利子所得、５１０ 総合・利子額、５１１ 総
合・総合譲渡・一時額、５１２ 総所得、５１３ その他事業所得、５１４ その他雑所得、
５１５ 総合・総所得額、５１６ 総合・証券額、５１７ 総合課税予備３、５１８ 総合課税
予備４、５１９ 総合課税予備５、５２０ 総合課税予備６、５２１ 総合課税予備７、５２
２ 雑所得計、５２３ 総合・雑額、５２４ 市外住所桁あふれフラグ、５２５ 社会保険料、
５２６ 障害業務区分、５２７ 市申発送区分、５２８ 資料番号、５２９ 氏名優先Ｆ、５３
０ 障害者控除、５３１ 合計所得金額、５３２ 所得税額、５３３ 性別、５３４ 町丁名Ｃ
Ｄ 番地 号 枝番、５３５ 最新区分、５３６ 専従者・その他区分、５３７ 専従者・配
偶者区分、５３８ 専従者給与控除額、５３９ 市県民税合計額、５４０ 市均等割額、５４
１ 作成事由コード、５４２ 小規模共済掛金控除、５４３ 氏名(漢字）、５４４ 氏名(カナ）、
５４５ 氏名桁あふれフラグ、５４６ 市民年月日（和暦）、５４７ 損害保険控除（住民税）、
５４８ 損害保険控除（所得税）、５４９ 損害保険支払額、５５０ 総所得額、５５１ 差引
年税額、５５２ 市所得割額、５５３ 市所得項目（分離）・分離長期（居住）額、５５４ 市
所得項目（分離）・分離特別控除額、５５５ 市所得項目（分離）・分離長期（農地）額、５
５６ 市所得項目（分離）・分短・一般額、５５７ 市所得項目（分離）・分短・軽減額、５５
８ 市所得項目（分離）・分長・一般額、５５９ 市所得項目（分離）・分長・特定額、５６０ 
市所得項目（分離）・臨時・変動所得額、５６１ 市所得項目（分離）・繰越損失額、５６２ 
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市所得項目（分離）・みなし法人額、５６３ 市所得項目（分離）・みなし過大報酬額、５６
４ 市所得項目（分離）・山林額、５６５ 市所得項目（分離）・退職額、５６６ 市所得項目
（分離）・総合特別（残）控除額、５６７ 市所得項目（分離）・土地額、５６８ 市所得項目
（分離）・土地（超短）額、５６９ 市所得項目（分離）・有価証券額、５７０ 市所得項目（総
合）・営業額、５７１ 市所得項目（総合）・その他事業額、５７２ 市所得項目（総合）・不
動産額、５７３ 市所得項目（総合）・配当額、５７４ 市所得項目（総合）・構成員の資産所
得合計、５７５ 市所得項目（総合）・公的年金額、５７６ 市所得項目（総合）・給与所得額、
５７７ 市所得項目（総合）・給与収入額、５７８ 市所得項目（総合）・公的年金収入額、５
７９ 市所得項目（総合）・農業額、５８０ 市所得項目（総合）・利子額、５８１ 市所得項
目（総合）・総合譲渡・一時額、５８２ 市所得項目（総合）・総所得額、５８３ 市所得項目
（総合）・証券額、５８４ 市所得項目（総合）・雑額、５８５ 市所得控除・扶養額、５８６ 
市所得控除・配偶者所得額、５８７ 市所得控除・配偶者所得（給与以外）額、５８８ 市所
得控除・配偶者特別額、５８９ 市所得控除・医療費、５９０ 市所得控除・寄付金額、５９
１ 市所得控除・寄付金控除額、５９２ 市所得控除・個人年金支払額、５９３ 市所得控除・
勤労学生額、５９４ 市所得控除・基礎額、５９５ 市所得控除・控対配額、５９６ 市所得
控除・老年者寡婦（寡夫）額、５９７ 市所得控除・生命保険料、５９８ 市所得控除・市合
計所得控除額、５９９ 市所得控除・損害保険料、６００ 市所得控除・障害者額、６０１ 市
所得控除・小規模企業共済等掛金額、６０２ 市所得控除・社会保険料、６０３ 市所得控除・
長期損害保険料、６０４ 市所得控除・雑損額、６０５ 市合計所得額、６０６ 損通外判定
所得、６０７ 世帯番号（新）、６０８ 世帯コード、６０９ 世帯番号枝番、６１０ 世帯履
歴ＮＯ、６１１ 世帯外扶養人数、６１２ 所得金額調整控除、６１３ 所得金額調整控除１、
６１４ 所得金額調整控除２、６１５ 算出所得割−合計（県）、６１６ 算出所得割−合計
（市）、６１７ 算出所得割（減税後）（県）、６１８ 算出所得割（減税後）（市）、６１９ 選
択専従者・その他区分、６２０ 選択専従者・配偶者区分、６２１ 選択専従者控除額、６２
２ 消除フラグ、６２３ 職員コード、６２４ 処理−時、６２５ 処理−分、６２６ 処理年
月日、６２７ 処理ＩＤ、６２８ 処理区分、６２９ 処理時間、６３０ 処理停止期限、６３
１ 処理停止状態区分、６３２ 処理停止理由メッセージ、６３３ 処理停止理由区分、６３
４ 処理停止日、６３５ 処理端末名、６３６ 処理年月日（西暦）、６３７ 現住所、６３８ 
筆頭者、６３９ 本籍、６４０ 氏名、６４１ 続柄、６４２ 転入出地、６４３ 増事由、６
４４ 増年月日、６４５ 増届出年月日、６４６ 市民税税額・賦課制限控除額、６４７ 市民
税税額・外国税額控除額、６４８ 市民税税額・配当控除額、６４９ 市税額控除額、６５０ 
市民税税額・均等割額、６５１ 市民税税額・均等割軽減額、６５２ 市民税税額・差引均等
割額、６５３ 市民税税額・差引所得割額、６５４ 市民税税額・市民税所得割合計額、６５
５ 市民税税額・税額調整額、６５６ 租税条約免税給与収入、６５７ 租税条約免税所得、
６５８ 市民税所得割・分離長期（居住）額、６５９ 市民税所得割・分離長期（農地）額、
６６０ 市民税所得割・分短・一般額、６６１ 市民税所得割・分短・軽減額、６６２ 市民
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税所得割・分長・一般額、６６３ 市民税所得割・分長・特定額、６６４ 市民税所得割・み
なし法人額、６６５ 市民税所得割・みなし過大報酬額、６６６ 市民税所得割・山林額、６
６７ 市民税所得割・総所得額、６６８ 市民税所得割・退職額、６６９ 市民税所得割・土
地額、６７０ 市民税所得割・土地（超短）額、６７１ 市民税所得割・有価証券額、６７２ 
テーブルＩＤ、６７３ テーブルキー１、６７４ テーブルキー２、６７５ テーブルキー３、
６７６ テーブルキー４、６７７ テーブルキー５、６７８ テーブルキー６、６７９ テーブ
ルキー７、６８０ テーブルキー８、６８１ テーブルキー９、６８２ テーブルキー１０、
６８３ 届出年月日、６８４ 続柄−１、６８５ 続柄−２、６８６ 続柄−３、６８７ 特徴
併徴年税額・県・均等割額、６８８ 特徴併徴年税額・県・所得割額、６８９ 特徴併徴年税
額・市・均等割額、６９０ 特徴併徴年税額・市・所得割額、６９１ 特別徴収・整理番号、
６９２ 特別徴収・指定番号、６９３ 特例適用配当等所得、６９４ 特例適用利子等所得、
６９５ 端末番号、６９６ 転出−住所ＣＤフラグ、６９７ 転出−住所漢字、６９８ 転出−
字丁目ＣＤ、６９９ 転出実定年月日、７００ 転出−大字丁目ＣＤ、７０１ 転出−市区町
村ＣＤ、７０２ 転出−都道府県ＣＤ、７０３ 転出予定年月日、７０４ 課標・特別所得、
７０５ 特定扶養人数、７０６ 特別控除合計、７０７ 特別控除所得、７０８ 同居特別障害
者加算、７０９ 特別障害者人数、７１０ 同居特別障害者（内数）、７１１ 特定支出控除、
７１２ 登録・業務コード、７１３ 登録・操作区コード、７１４ 登録・使用者番号、７１
５ 登録時間、７１６ 登録年月日、７１７ 住所区分、７１８ 記載消除異動事由、７１９ 記
載消除異動年月日、７２０ 方書(漢字）、７２１ 記載消除届出年月日、７２２ 転出予定日、
７２３ 通称名氏名（漢字）、７２４ 通称名氏名（カナ）、７２５ 住所コード、７２６ 市外
住所(漢字）、７２７ 市外住所（カナ）、７２８ 通番、７２９ 漢字住所（町名以下）、７３
０ 徴収方法コード、７３１ ユーザＩＤ、７３２ 整理番号、７３３ 性別コード、７３４ 氏
名（漢字）、７３５ 氏名（カナ）、７３６ 続柄コード、７３７ 予備２、７３８ 翌年度課税
額額、７３９ 予備、７４０ 予備１、７４１ 雑損控除、７４２ 随時期収入番号額、７４３ 
郵便番号、７４４ 在留カードの番号、７４５ 在留期間コード、７４６ 在留期間終期、７
４７ 在留期間年月日（至）、７４８ 在留期間年月日（自）、７４９ 在留期間始期、７５０ 
在留資格コード、７５１ 続柄（漢字）、７５２ 前住所−住所ＣＤフラグ、７５３ 前住所−
住所漢字、７５４ 前住所−字丁目ＣＤ、７５５ 前住所−大字通称ＣＤ、７５６ 前住所−
市区町村ＣＤ、７５７ 前住所−都道府県ＣＤ、７５８ 年齢、７５９ 年齢算出基準年月日
（西暦）、７６０ 生年月日、７６１ 食事日数、７６２ 食事療養費・回数、７６３ 食事療
養費負担額、７６４ 附加給付金額、７６５ 福祉医療費、７６６ 扶養・年少扶養、７６７ 
扶養・旧特定扶養人数、７６８ 自己負担額、７６９ 課非区分、７７０ 高額療養費、７７
１ 所得階層判定額、７７２ 国保・社保区分、７７３ 公費負担額、７７４ 課税非課税区分、
７７５ 療育手帳等級、７７６ 領収額、７７７ 請求区分、７７８ 支給件数、７７９ 精神
手帳等級、７８０ 資格者・保健福祉個人番号、７８１ 資格者・住基住登外個人番号、７８
２ 支給決定年月日（西暦）、７８３ 診療区分（点数表区分）、７８４ 診療実日数、７８５ 
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申請区分、７８６ 身障手帳等級、７８７ 障害程度、７８８ 集計終了年月日（西暦）、７８
９ 集計開始年月日（西暦）、７９０ 償還枝番、７９１ 償還履歴通番、７９２ 資格者・所
得有無フラグ、７９３ 実診療年月、７９４ 宛先住所出力フラグ、７９５ 備考（漢字）、７
９６ 分割納付理由１、７９７ 分割納付理由２、７９８ 分割納付理由３、７９９ 分割納付
理由４、８００ 分割納付理由５、８０１ 誓約年月日、８０２ 帳票ＩＤ、８０３ 伝票番号、
８０４ 伝票履歴番号１、８０５ 伝票履歴番号２、８０６ 伝票種別、８０７ 同意書回収区
分、８０８ 福祉事務所コード、８０９ 振込年月日（西暦）、８１０ 不納欠損額、８１１ 不
納欠損年月日（西暦）、８１２ 扶養者・保健福祉個人番号、８１３ 扶養者・判定結果区分、
８１４ 学校区分、８１５ 郡市区番号、８１６ 被保険者・保健福祉個人番号、８１７ 被保
険者記号、８１８ 被保険者番号、８１９ 配偶者・保健福祉個人番号、８２０ 配偶者・判
定結果区分、８２１ 保険診療分本人負担額、８２２ 保険区分、８２３ 保険給付金額、８
２４ 保険種別、８２５ 保険者番号、８２６ 変更終了年月日（西暦）、８２７ 変更開始年
月日（西暦）、８２８ 返還金額、８２９ 返還期限年月日（西暦）、８３０ 返還理由１、８
３１ 返還理由２、８３２ 返済金額、８３３ 本人家族区分、８３４ 法別コード、８３５ 法
別詳細コード、８３６ 発番・区、８３７ 発番・年度、８３８ 発番・番号、８３９ 医療費
総額、８４０ 検証番号（チェックデジット）、８４１ 医療機関番号、８４２ 種別番号、８
４３ 医療証・交付年月日（西暦）、８４４ 医療証・回収年月日（西暦）、８４５ 医療証・
有効期限−至−年月日（西暦）、８４６ 医療証・有効期限−自−年月日（西暦）、８４７ 一
部負担金（円単位）、８４８ 受給者・保健福祉個人番号、８４９ 受給者・判定結果区分、
８５０ 次回消込み年月日、８５１ 受給者・電話番号、８５２ 住基・住登外整理番号、８
５３ 住基個人番号、８５４ 受給者証番号、８５５ 住登外個人番号、８５６ キーとなる人・
保健福祉個人番号、８５７ 基本納付額、８５８ 会計年度、８５９ 継続療養識別、８６０ 
個人得喪区分、８６１ 国保記号番号、８６２ 国保喪失年月日（和暦）、８６３ 国保取得年
月日（和暦）、８６４ 更新履歴通番、８６５ 給付終了年月日（西暦）、８６６ 給付開始年
月日（西暦）、８６７ 附加給付区分、８６８ 最終納付額、８６９ 訂正後・食事回数、８７
０ 訂正後・食事療養費負担額、８７１ 訂正後・附加給付金額、８７２ 訂正後・福祉医療
費、８７３ 訂正後・保険診療分本人負担額、８７４ 訂正後・保険給付金額、８７５ 訂正
後・医療費総額、８７６ 訂正後・一部負担金（円単位）、８７７ 訂正後・自己負担額、８
７８ 訂正後・高額療養費、８７９ 訂正後・公費負担額、８８０ 訂正後・老人一部負担金、
８８１ 訂正後・領収額、８８２ 訂正後・診療実日数、８８３ 訂正後・薬剤一部負担金、
８８４ 内外区分、８８５ 納付終了年月、８８６ 納付金額、８８７ 納付金額区分、８８８ 
納付回数、８８９ 納付開始年月、８９０ 納入期限年月日（西暦）、８９１ 入通院区分、８
９２ レセプト区分、８９３ 戻入調停区分、８９４ 老人一部負担金、８９５ 領収年月日、
８９６ 再交付回数、８９７ 歳入年月日（西暦）、８９８ 世帯番号、８９９ 差額・食事回
数、９００ 差額・食事療養費負担額、９０１ 差額・附加給付金額、９０２ 差額・福祉医
療費、９０３ 差額・保険診療分本人負担額、９０４ 差額・保険給付金額、９０５ 差額・
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医療費総額、９０６ 差額・一部負担金（円単位）、９０７ 差額・自己負担額、９０８ 差額・
高額療養費、９０９ 差額・公費負担額、９１０ 差額・老人一部負担金、９１１ 差額・領
収額、９１２ 差額・診療実日数、９１３ 差額・薬剤一部負担金、９１４ 障害取得年月日
（西暦）、９１５ 収入額、９１６ 支払年月、９１７ 債権状態コード、９１８ 債権元状態
コード、９１９ 債権履歴番号、９２０ 債務残高、９２１ 債務者区分、９２２ 債務者番号、
９２３ 識別コード、９２４ 資格喪失事由コード、９２５ 資格喪失処理年月日、９２６ 資
格喪失届出年月日（西暦）、９２７ 資格喪失年月日（西暦）、９２８ 資格取得事由コード、
９２９ 資格取得処理年月日、９３０ 資格取得年月日（西暦）、９３１ 申請年月日（西暦）、
９３２ 支出年度、９３３ 収入未済額、９３４ 収入済額、９３５ 証レ区分、９３６ 都道
府県コード、９３７ 電話番号、９３８ 追加年月日（西暦）、９３９ 対象年月（至）、９４
０ 停止理由コード、９４１ 対象年月（自）、９４２ 督促状・発番・区、９４３ 督促状・
発番・年度、９４４ 督促状・発番・番号、９４５ 督促年月日（西暦）、９４６ 当初・伝票
番号、９４７ 当初・伝票履歴番号１、９４８ 当初・伝票履歴番号２、９４９ 当初・伝票
種別、９５０ 伝票起票日（西暦）、９５１ 当初・会計年度、９５２ 取消フラグ、９５３ 退
職者区分・該当年月日（和暦）、９５４ 退職区分、９５５ 退職者区分・消滅年月日（和暦）、
９５６ 手続きに来た方情報（漢字）、９５７ 手続きに来た方・電話番号、９５８ 手続きに
来た方・続柄コード、９５９ 通知書発行年月日（西暦）、９６０ 調定年度、９６１ 薬剤一
部負担金 
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１宛名番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６届出
日、７給付額、８支給金額、９支給日、１０金融機関情報

子育て世帯への応援給付金給付金の申請書を提出した者

申請者による電子申請、児童手当及び児童扶養手当認定者登
録情報

含まない

―

個人情報ファイル簿（単票）

子育て世帯への応援給付金管理台帳

さいたま市長

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

子育て世帯への応援給付金給付事業審査事務における本人の
資格審査のために利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：子育て支援課（事務番号
2929「子育て世帯への応援給付金給付事業」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330−9588 さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１氏名、２生年月日、３住所、４方書、５認定番号、６宛名
番号、７個人番号、８認定日、９対象児童、１０受給口座、
１１所得情報、１２年金情報

児童手当認定請求書を提出した者

本人

含む

ー

個人情報ファイル簿（単票）

児童手当受給者ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

児童手当を給付する審査のため利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報事務取扱事務の情報：子育て支援課（事務
番号189「児童手当事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

児童扶養手当受給資格者ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども育成部子育て支援課

児童扶養手当の給付審査のため利用する。

１氏名、２生年月日、３住所、４肩書、５証書番号、６宛名
番号、７個人番号、８認定日、９対象児童、１０受給口座、
１１所得情報、１２年金情報

児童扶養手当認定請求書を提出した者

本人

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：子育て支援課（事務番号
191「児童扶養手当事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

施設等利用給付対象者及び地域子ども・子育て支援事業（幼
稚園の副食材料費に係る補足給付）対象者ファイル

さいたま市長

子ども未来局幼児未来部幼児・放課後児童課

施設等利用給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の利
用に係る施設等利用費の支給並びに幼稚園の副食材料費に係
る補足給付対象者の管理及び支給するために利用する。
１氏名、２生年月日、３住所、４性別、５市町村民税所得割
額、６認定区分、７認定の有効期間、８保育を必要とする事
由、９利用施設名、１０副食材料費に係る補足給付対象区
分、１１支給対象月、１２支給額、１３支給額に係る料金区
分、１４支給日、１５口座情報

施設等利用給付認定を申請した者とその同一世帯に属する者

本人、実施機関内部（住民登録事務、個人市・県民税の賦課
事務）

含まない

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

―

関連する個人情報取扱事務の情報：幼児政策課（事務番号
2633「子育てのための施設等利用給付事務」）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１識別番号等、２氏名、３性別、４住所、５電話番号等、６
生年月日等、７所得・収入、８公的扶助受給、９口座番号
等、１０健康状態、１１家族状況、１２親族・続柄、１３婚
姻、１４障害、１５保護者負担金納付・滞納状況

公設放課後児童クラブの入室希望者及びその保護者

本人

含む

―

個人情報ファイル簿（単票）

公設放課後児童クラブ利用者ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

公設放課後児童クラブの入室審査、入退室管理、保護者負担
金の賦課・徴収・督促を行うために利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：幼児・放課後児童課（事
務番号693「放課後児童クラブ事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



9-9

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１氏名、２住所、３生年月日、４学校、５学年

民設放課後児童クラブに入室する児童

民設放課後児童クラブ運営事業者

含まない

―

個人情報ファイル簿（単票）

民設放課後児童クラブ入室児童ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

民設放課後児童クラブに入室する児童を確認するために利用
する。

https://www.city.saitama.jp/00


9-9

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：幼児・放課後児童課（事
務番号723、「民間学童健全育成事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

子育て支援型幼稚園預かり保育利用者ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部幼児・放課後児童課

子育て支援型幼稚園預かり保育利用者負担軽減事業の給付を
行うために利用する。

１氏名、２生年月日、３認定番号

子育て支援型幼稚園の在園児であり、施設等利用給付認定第
2号・第3号を取得した者。満3歳児で保育事由がある者

本人、実施機関内部（子育てのための施設等利用給付事務）

含む

市内子育て支援型幼稚園

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


9-10

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

―

―

関連する個人情報取扱事務の情報：幼児政策課（事務番号
2583「私立幼稚園等預かり保育促進事業」）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―



                      9-11

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

認可外保育施設関係事務取扱ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

ナーサリールーム事業、家庭保育室事業に関して、委託料対
象児童の認定、施設への委託料支払いを行うために利用す
る。また、認可外保育施設設置届等の受理・管理や、施設に
対する指導監督を行うために利用する。

１氏名、２住所、３生年月日、４学歴、５職歴、６資格、７
障害、８病歴、９健康診断結果、１０家族状況、１１口座情
報、１２賠償保険加入状況、１３傷害保険加入状況

・ナーサリールーム事業、家庭保育室事業の対象児童として
認定を受けようとする者
・認可外保育施設の設置届を提出した設置者

本人、設置者

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


                      9-11

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

―

―

関連する個人情報取扱事務の情報：幼児政策課（事務番号
204「認可外保育施設関係事務」）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―
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個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

個人情報ファイル簿（単票）

保育施設利用者管理ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

保育施設等利用者の在園管理に使用する。

１児童氏名、２児童生年月日、３児童クラス年齢、４児童実
年齢、５児童性別、６児童住所、７利用保育施設種別、８居
住区、９施設管理区、１０入所状況、１１入所理由、１２保
育必要量、１３広域入所区分、１４決定施設事業所番号、１
５決定施設事業所名、１６公私区分、１７実施開始日、１８
実施終了日、１９解除日、２０保護者氏名、２１保護者住
所、２２減免該当有無、２３市民税額、２４市階層区分、２
５国階層区分、２６国負担単価、２７減免額、２８減免理
由、２９利用者負担額、３０延長保育料、３１副食費、３２
納税義務者氏名、３３納付方法

保育施設等の利用者

本人

含む

特定教育・保育施設等
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（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

ー

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：保育施設支援課（事務番
号205「保育所運営事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

ー

ー

ー

ー

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

https://www.city.saitama.jp/00


9-13

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

保育施設利用申請管理ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

教育・保育給付認定および保育施設の利用調整事務に使用す
る。

１申請日、２希望開始日、３希望終了日、４申請種別、５居
住区、６調整申請情報、７保育必要量、８申請理由、９希望
施設、１０児童氏名、１１児童生年月日、１２児童性別、１
３児童年齢、１４児童クラス年齢、１５住所、１６保護者氏
名、１７保育指数、１８市民税額、１９兄弟同時入所区分、
２０状況別優先順位、２１障害区分

教育・保育給付認定申請書、保育施設利用申込書を提出した
者

本人

含む

保育施設等

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


9-13

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

ー

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：保育施設支援課（事務番
号298「保育所入所事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

ー

ー

ー

ー

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

保育料等収納管理ファイル

さいたま市長

子ども未来局子育て未来部保育施設支援課

保育料の収滞納管理に使用する。

１児童氏名、２児童生年月日、３児童性別、４児童住所、５
納付管理人氏名、６納付管理人住所、７賦課年度、８課税年
度、９期別、１０金額詳細、１１法定納期限、１２居住区、
１３施設管理区、１４事業所番号、１５事業所名称、１６公
私区分、１７調定額、１８納付額、１９納付日、２０還付
額、２１充当受額、２２充当払額、２３未納額、

保育料等を賦課された者

本人

含む

ー

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

ー

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：保育施設支援課（事務番
号186「保育料認定徴収事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

ー

ー

ー

ー

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

１受付状況、２索引番号、３児童氏名、４カナ氏名、５性
別、６生年月日、７受理年月日、８受理番号、9相談種別、
１０相談細目、１１相談経路、１２相談経路細目、１３経路
再掲、１４相談再掲、１５処理年月日、１６処理内容、１７
処理細目、１８施設名称、１９地区コード、２０主担当者、
２１副担当者、２２受付時年齢、２３学校名、２４終結事
由、２５終結年月日、２６郵便番号、２７住所１、２８住所
２、２９保護者氏名、３０主虐待者、３１副虐待者、３２虐
待通告者（主）、３３主訴、３４受理会議日、３５診断会議
日、３６処遇会議日、３７虐待状況、３８管轄児相区分

さいたま市内に居住する18歳未満の児童及びその家族

本人、家族、要保護児童対策地域協議会関係機関から収集

含む

個人情報ファイル簿（単票）

児童相談事務ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所

児童に関する様々な問題について、家庭その他からの相談に
応じ、関係機関との協力のもと最も効果的な処遇を行うこと
によって、すべての児童が心身ともに健やかに育ち、その持
てる力を最大限発揮することができるよう児童およびその家
庭等の援助活動を行い児童の福祉の向上と児童の権利の保護
を行うために利用する。
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記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：南部児童相談所（事務番
号1666「児童相談事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６−４−４

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

―

https://www.city.saitama.jp/00
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

児童措置事務ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所

通報者や住民記録等から要保護児童及びその保護者の所在地
等を収集し訪問等をするために利用する。

１索引番号、２児童氏名、３カナ氏名、４性別、５生年月
日、６種別名称、７施設名称、８徴収区分、９徴収通知書送
付先、１０通知書送付先、１１措置開始年月日、１２措置開
始理由、１３措置解除年月日、１４措置解除理由、１５措置
停止日、１６措置停止解除日、１７本人認定日付、１８本人
階層、１９本人所得、２０扶養義務者認定日付、２１扶養義
務者階層、２２扶養義務者所得税、２３扶養義務者氏名、２
４郵便番号、２５住所１、２６住所２、２７方書、２８保護
者氏名、２９特例郵便番号、３０特例住所１、３１特例住所
２、３２特例方書、３３特例送付先、３４管轄児相区分
保護等を必要とする児童及びその保護者等

本人、家族、要保護児童対策地域協議会関係機関から収集

含む

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：南部児童相談所（事務番
号197「児童措置事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６−４−４

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１索引番号、２児童氏名、３カナ氏名、４性別、５生年月
日、６保護区分、７入所年月日、８退所年月日、９委託先名
称、１０延長開始年月日、１１退所(委託解除)理由、１２相
談種別名称、１３相談細目、１４地区、１５保護の種類、１
６管轄児相区分

緊急に保護することが必要な児童とその家族

本人、家族、要保護児童対策地域協議会関係機関から収集

含む

ー

個人情報ファイル簿（単票）

児童一時保護事務ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所

棄児・家出児童・虐待や放任など、緊急に保護が必要な児童
を関係機関との協力のもと保護することにより、児童の福祉
を図りその権利を保護するために利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

ー

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：南部児童相談所（事務番
号1667「児童一時保護事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６−４−４

ー

ー

ー

ー

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

１索引番号、２受理番号、３氏名、４カナ氏名、５性別、６
生年月日、７年齢、８療育申請、９療育程度、１０次回判定
年月、１１心理・精神遅滞、１２心理判定実施日、１３CA、
１４田中：IQ、１５田中：CA、１６田中：MA、１７田中：
実施不能、１８田中：測定不能、１９ウェスクラ：FIQ、２
０ウェスクラ：VIQ、２１ウェスクラ：PIQ、２２遠城：移動
運動CA、２３遠城：移動運動MA、２４遠城：手の運動CA、
２５遠城：手の運動MA、２６遠城：基本習慣CA、２７遠
城：基本習慣MA、２８遠城：対人関係CA、２９遠城：対人
関係MA、３０遠城：発語CA、３１遠城：発語MA、３２遠
城：言語理解CA、３３遠城：言語理解MA、３４新K：全領
域DQ、３５新K：全領域DA、３６新K：姿勢・運動DQ、３
７新K：姿勢・運動DA、３８新K：認知・適応DQ、３９新
K：認知・適応DA、４０新K：言語・社会DQ、４１新K：言
語・社会DA、４２その他：検査名、4４３の他：検査結果、
４４介助度区分、４５介助度、４６身障等級、４７障害名、
４８精神医学診断実施日、４９精神遅滞、５０その他の診
断、５１その他の診断２、５２受理年月日、５３処理年月
日、５４処理内容、５５処理細目、５６.地区コード、５７主
担当者、５８副担当者、５９受付時年齢、６０学校名、６１
終結自由、６２終結年月日、６３主訴、６４管轄児相区分

療育手帳交付申請者

個人情報ファイル簿（単票）

療育手帳の判定事務ファイル

さいたま市長

子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所

知的障害の程度を心理的、社会的、医学的に診断し、療育手
帳の等級を判定するために利用する。
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記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：南部児童相談所（事務番
号1962「療育手帳の判定事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６−４−４

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

本人、家族、要保護児童対策地域協議会関係機関から収集

含む

―

https://www.city.saitama.jp/00
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１氏名、２生年月日、３性別、４電話番号、５住所、６保険
証、７受診科、８病名、９初診日、10最終来院日、１１診療
録

総合療育センターひまわり学園へ相談した者
※氏名などの個人を特定できたものに限る。

利用者、保護者から電話、書面、面談など

含む

関係医療機関

個人情報ファイル簿（単票）

相談・診療・療育記録ファイル

さいたま市長

子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課

総合療育センターひまわり学園の相談支援、診療、訓練など
の支援のために利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：ひまわり学園総務課（事
務番号1605「ひまわり学園個人情報システム事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）


